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             総務企画課長補佐   上 北 泰 志 

             総務企画課総務係長  大 村 さやか 

              教育次長       谷 田 道 明 

              主幹         河 合 みどり 

              総務・学校教育係長  太 田 温 子 

              社会教育係長     井 上 雄 太 
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○開 会 

 

○町長挨拶 

 

○議事録署名委員の指名について 

 

                              

 

○協議事項 

・愛別町小中一貫教育の全面実施に向けた推進計画について 

 

 

 ・愛別町教育大綱について 

 

 

 ・その他 

 

 

○閉 会 

























































 

 

愛別町教育大綱 

 

 

 

 

 
令和４年１２月 

愛  別  町 

 
 



１ 大綱の趣旨 

平成 26年度に地方教育行政の組織及び運営に関する法律が一部改正され，地方公共団

体の長が，教育，学術及び文化の振興に関する総合的な施策の「大綱」を策定すること

とされました。この改正を受け，本町では，平成 27年３月に，愛別町振興計画を基本に，

総合的な教育施策の目標や施策の根本となる方針として愛別町教育大綱を策定いたしま

した。その実施期間が満了となることから，総合教育会議での協議を経て，次期愛別町

教育大綱を策定いたします。 

  

２ 大綱の位置付け 

この大綱は，「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき，本町の教育，学

術及び文化の振興に関する総合的な施策について総合教育会議の場で町長と教育委員会

が協議を行った上で町長が定めたものとします。 

 

３ 関係計画との整理 

第 11 次愛別町振興計画（令和２年度～令和 11 年度）の前期基本計画（令和２年～令

和６年度）に掲げる教育施策を基本とします。 

 

４ 大綱の期間 

実施期間は，令和２年度から令和６年度の５年間とします。なお，本町の振興計画や

国，道及び社会情勢の動向等を踏まえ，適宜改定するものとします。 

 

５ 基本理念 

第 11 次振興計画の将来像「子どもの笑顔かがやく恵みの大地 あいべつ」に向けて，

恵まれた自然，伝統文化，豊かな人情など，愛別町の教育資源を生かしながら，「人と文

化が輝く愛別」を目指すとともに，町民誰もが，「愛別で育ってよかった。愛別で子ども

を育ててよかった。」と実感できる教育を推進します。 

 

６ 基本方針と主要施策 

（１） 学校教育 

① 学校施設のあり方の検討と整備 

   ア 安全・安心・快適な教育環境づくりに向け、今後の学校施設のあり方について 

検討します。 

   イ 教育用ＩＣＴ機器の整備をはじめ、教育内容の充実に即した教材・教具の充実 

を図ります。 



② 「生きる力」を育む教育内容の充実 

   ア 「生きる力」の基礎を培う幼児教育の重要性を踏まえ、幼児センターにおける 

教育内容の充実、幼・小・中の連携強化に努めます。 

イ 確かな学力の育成に向け、ＩＣＴ機器の積極的な活用、ＡＥＴを活用した英語 

教育の充実、幼・小・中・高の連携強化、学習サポートの実施に努めます。 

   ウ 豊かな人間性の育成に向け、道徳教育等の充実、読書活動の促進を図ります。 

   エ 健康・体力の育成に向け、体育、健康教育や部活動の充実、食育の充実を図り 

ます。 

 

③ 高等養護学校への支援 

   ア 高等養護学校のある町として、学校運営や学習活動等への支援を行います。 

 

（２） 社会教育 

① 生涯の各期における学習活動の促進 

   ア 子ども達が大人や地域とふれあい、豊かな人間性を育むことができるよう、世 

代間・地域間交流の実施を図ります。 

   イ 生きがいを高める学習機会の提供と世代間交流学習の推進、知識と経験を地域 

社会の中で生かす活動の充実など、生涯各期における学習活動を支援します。 

 

② 社会教育推進のための基盤整備 

ア 社会教育を推進するため、公民館分館などの施設の耐震化を含めた改修を行い、 

有効活用を図ります。 

     

③ 地域の教育力の向上 

ア 地域での活動との連携を進め、地域の人材や自然を生かした学習機会の拡充を 

図ります。 

イ 子ども会等の関係団体間の連携の促進や青少年育成協議会への支援を行い、地 

域の教育力の向上を図ります。 

   ウ 学校・家庭・地域の連携強化や地域学校協働本部の活動の促進、学校運営協議

会と連携した学校支援の促進など、地域で子ども達を育てる環境づくりを推進し

ます。 

 

④ 家庭教育への支援 

ア 子育て支援センターと連携した講座・教室の充実や子育て支援に関する情報提 

供と相談体制の充実、関係機関・団体と連携した子育て支援の充実を図り、家庭 

における子育て支援の充実を図り、家庭における子育て支援機能の強化を推進し 

ます。 

イ 家庭教育に関する学習機会を提供し、子育て家庭の教育力の向上を図ります。 

 

  



（３） 文化芸術 

① 文化芸術にふれる機会の提供と発表の場の充実 

ア 町民文化祭や音楽行進の開催支援、芸術鑑賞事業の実施・充実などにより、文 

化活動やその成果を発表する機会の提供を図ります。 

イ 町民の自主的な文化芸術活動の活発化を促進するため、文化連盟・文化団体へ 

の支援を行います。 

ウ 研修会や交流会への参加促進等により、文化芸術活動の指導者の育成を図りま 

す。 

 

② 文化財の伝承・保護活動への支援 

ア 郷土芸能を次世代へ伝承していくため、岐阜獅子神楽保存会等の保存団体の活 

動を支援します。 

イ 郷土研究資料の整理・保管体制の再構築について検討・推進し、文化財の適切 

な保護に努めます。 

 

（４） スポーツ 

① スポーツ活動の機会の提供と参加促進 

ア スポーツ協会と連携し、各種スポーツ教室やスポーツ大会の充実を図り、町民 

の参加促進に努めます。 

イ 各種スポーツ団体の活動や大会参加を促し、町民の自主的なスポーツ活動の活 

性化を促進するため、スポーツ協会への支援を行います。 

ウ 学習機会の提供や研修会への参加促進等により、スポーツ活動の指導者の育成 

を図ります。 

 

② 安全で快適に使用できるスポーツ施設の提供 

ア 各種スポーツ施設について、安全性の確保と利用促進に向けた施設・設備の改 

修等を計画的に進めます。 

イ 指定管理者制度を活用し、スポーツ施設の効率的な維持管理に努めます。 


